
業務名：令和7年度林道橋外点検業務

番号 質      問 回      答

1

参考資料２頁 旅費交通費 基準日額 機械経費
トンネル定期点検業務の工種に含まれていますが、「林道橋点検」と「トンネル定期点検」の
両業務を対象としていると考えてよろしいでしょうか。
異なる場合は対象業務についてご教示ください。

「林道橋点検」と「トンネル定期点検」の両業務を対象としています。

2

参考資料２頁 基準日額
往復旅行時間にかかる直接人件費と考えてよろしいでしょうか。
異なる場合は、計上方法についてご教示ください。
また、計上する班編制と数量および算出式をご教示ください。

往復移動日数にかかる直接人件費となります。
計上する班編制と数量および算出式については、ダウンロードシステムの現場説明
書P27（旅明（計画）1-12）に記載しているとおりです。

3

参考資料２頁 電子成果品作成費 業務成果品費
業務費内訳書に項目がありませんが、計上の有無についてご教示ください。
計上する場合、電子成果品作成費の対象項目は「林道橋点検業務」と「トンネル定期点検業
務」と「基準日額」考えてよろしいでしょうか。
また、算出式は「その他」と考えてよろしいでしょうか。
異なる場合は対象項目および算出式をご教示ください。
さらに、計上されている業務成果品費の内容についてご教示ください。
・コピー枚数・ファイルの厚さと部数・厚手金文字の有無と部数  など
上記と異なる場合は、計上方法についてご教示ください。

電子成果品作成費は計上しておりません。

4
技術者単価および労務単価
技術者単価および労務単価は「令和７年度」と考えてよろしいでしょうか。

入札公告に記載しているとおり、令和７年３月から適用する労務単価を使用してい
ます。

5

参考資料14頁 旅費交通費 ライトバン運転経費
各管理署（三重、滋賀、和歌山、岡山、広島北部）の対象となる林道は複数ございますが、滞
在地から調査地までのライトバン運転経費は現場説明書に掲載されている設計箇所路程表の代
表路線で計上すると考えてよろしいでしょうか。
異なる場合は計上方法についてご教示ください。

交通費については基地から滞在地までとなります。滞在地から調査地までの交通費
は計上しておりません。

6
参考資料14頁 旅費交通費 ライトバン運転経費
高速道路利用料はETC料金と考えてよろしいでしょうか。
異なる場合は適用料金をご教示ください。

平日の現金等の利用料金で積算しております。

入札説明書等に対する質問回答表
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7

参考資料１頁 健全性の診断（外業）
「H31.2 道路トンネル定期点検業務積算資料（暫定版）」によると、健全性の診断は内業であ
るが、外業と考えてよろしいでしょうか。
異なる場合は、考え方についてご教示ください。

ダウンロードシステムの現場説明書P15外業所要日数算定表に記載しているとおり健
全性の診断は外業で積算しております。

8

現場説明書 旅明（計画）1-2 旅費交通費
宿泊費の日数ですが、下記の認識でよろしいでしょうか。
滞在費（30日未満）
技師（B）28人→29人
技師（C）28人→29人
技術員28人→29人
滞在費（30日以上60日未満）
技師（B）21人→20人
技師（C）30人→29人
技術員20人→19人

治山林道必携（調査・測量・設計）旅費交通費積算要領のとおり、1泊目は普通旅費
相当分で積算されています（旅明（計画）1-1）。2日目以降は滞在費で積算として
いるため、28人としております（旅明（計画）1-2）。

9

端数処理について
各作業項目で端数処理等はされていますか。
（例えば、林道橋点検業務で千円以下四捨五入、トンネル定期点検業務で千円以下四捨五入。
など）

直接原価までは円単位四捨五入。その他原価及び一般管理費等は千円未満切
り捨てとしています。

10

最低制限価格について
最低制限価格の算出方法は、下記の通りと考えてよろしいでしょうか。
直接原価×1.0、その他原価×0.9、一般管理費等×0.5
低入札価格調査基準の範囲60％～81％
異なる場合は、算出方法についてご教示ください。

ご質問のとおりです。
ご参考に、近畿中国森林管理局ホームページに「予算決算及び会計令第85条
の基準の取扱いについて」を掲載しておりますので、こちらでも確認いただ
けます。
https://www.rinya.maff.go.jp/kinki/apply/publicsale/yosankesan.html

11
業務価格について
業務価格及び最低制限価格は、1万円以下切捨てと考えてよろしいでしょうか。
異なる場合は、端数処理方法についてご教示ください。

業務価格は一万円以下切捨て、一万円単位としています。
調査基準価格については、円単位としています。


